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令和８年第１回中空知広域水道企業団議会定例会 
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◎開会・会議宣言                          開会時間午後１時５４分 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

○企 業 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 ただいまより、令和８年第１回中空知広域水道企業団議会定例会を開会します。 

 

 ただいまの出席議員は１３名であります。 

 よって、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

 発言は質問席で行い、討論は演壇で行うこととします。 

 

 日程第１ ｢会議録 署名議員指名｣を行います。 

会議録署名議員は、議長において、１番寄谷議員、１２番森岡議員を指名いたし

ます。 

 

日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会の会期は、本日の１日間としたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は１日間と決定しました。 

 

日程第３ 「行政報告｣を行います。 

行政報告を求めます。 

 

（企業長挙手） 

 

企業長。 

 

本日、令和８年第１回中空知広域水道企業団議会定例会を招集させていただきま

した。 

議員の皆さまにご出席をいただきましたことに厚くお礼申し上げます。 

行政報告でございますが、詳細につきましては、お手元に資料として配布いたし

ております印刷物をお目通しいただきたいと思いますが、１点につきまして、口頭

でご報告させていただきます。 

水道水の供給状況でございます。 

令和７年１１月から令和８年１月までの有収水量につきまして、１３２万２千 

７２７立方メートルとなり、令和７年度における同期間の有収水量と比較いたしま

すと、９８.５２％となっております。 

口頭での報告につきましては以上でございますが、本議会における報告等につき

まして、後ほどご説明申し上げますので、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

 

 （なしの声あり） 
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○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○企 業 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

 これをもちまして、行政報告を終わります。 

 

日程第４ 報告第１号｢例月現金出納検査報告について｣を議題とします。 

 「例月現金出納検査報告について」は、監査委員より別途配布の報告書のほか、

特に説明がない旨の申出がありました。 

 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結します。 

報告第１号は、報告済みといたします。 

 

日程第５ 議案第１号「令和８年度中空知広域水道企業団水道事業会計予算」を

議題といたします。 

 

提案理由の説明を求めます。 

 

（企業長挙手） 

 

企業長。 

 

 令和８年第１回中空知広域水道企業団議会定例会の開会に当たり、新年度予算案

の大綱についてご説明申し上げます。 

 本予算においては、当企業団の水道事業経営の基本である「水道事業ビジョン」

などの各種計画に基づき予算編成を行いました。 

コロナ禍を乗り越え社会経済活動の正常化が進展する一方で、人件費の上昇をは

じめ、水づくりのための経費である動力費や資材費などへの物価高騰の影響が続い

ています。 

また、令和８年度からは環境省より有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）のうち健康に

対する影響が指摘されるＰＦＯＳとＰＦＯＡに関する水質検査について３か月に

１回を基本とする水質基準に格上げされるなど、水道行政を取り巻く環境は、この

数年で大きく変化しております。更には、引き続く給水人口の減少に伴う給水収益

の減少傾向の中、当企業団の経営環境は厳しさを増していますが、住民の皆様に 

安全で安心な水を安定してお届けすることが水道事業者としての使命であり、当企

業団職員一人一人が生活インフラを守る重要な役割を担っていることを改めて強

く自覚するとともに、限られた財源を効果的に活用しながら事業を推進してまいり

ます。 

昨今、全国的に水道施設や管路等の老朽化による事故が多発し、施設の更新需要

の増大が喫緊の課題とされています。加えて、地震等に伴う大規模・長期間にわた

る断水被害など激甚化する自然災害への備えも求められ、当企業団におきまして



 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も、構成団体や関係機関等と連携を図りながら、保有資産の更新及び改修等を計画

的に進め、住民皆様の安全な暮らしの持続に努め、水道事業者としての責務を果た

してまいります。 

令和８年度予算における主な内容としましては、収入の根幹となる給水収益に 

ついては、前年度比１．１パーセント程度の減となる１４億３，９１８万円を見込

み、施設整備費については、良質な水づくりが持続し、水道利用者に安定供給でき

るよう、各地区合計３０か所、３，７２４メートルに及ぶ配水管整備を行うほか、

沈澱池傾斜板更新工事をはじめとする２か所の施設整備を行う予定です。また、 

次期計画期間に向けた計画作成の基礎資料とするため、アセットマネジメント策定

業務を委託する予定であります。 

 それでは、はじめに、収益的収入及び支出について申し上げます。 

 収入では、営業収益を１５億３，８８５万円、営業外収益を１億３，３７５万円

計上し、総額１６億７，２６０万円を見込んだところであります。 

 支出は、営業費用を１６億２，６３２万円、営業外費用を８，６０８万円、特別

損失２８万円、予備費を２８０万円計上、支出総額１７億１，５４８万円を見込ん

でおり、収支差引としては４，２８８万円の損失となる見込みであります。 

 次に資本的収入及び支出について申し上げます。 

 収入では、企業債を１億５，０００万円、出資金を５２１万円、国庫補助金を  

３，１０８万円、補償金を９１０万円計上し、収入総額１億９，５３９万円を見込

んだところであり、支出は、建設改良費を６億４，４８６万円、企業債償還金を  

３億５，４４４万円、国庫補助金返還額１２７万円、予備費を２００万円計上し、

支出総額１０億２５７万円を見込んでおり、資本的収入が資本的支出に対して不足

する額８億７１８万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額等を 

もって補填することとしています。 

 以上、令和８年度水道事業の予算大綱について申し上げましたが、詳細につきま

しては、担当より説明申し上げますので、住民の皆様、企業団議会議員の皆様の  

ご理解とご協力を心からお願い申し上げ、慎重なご審議をいただきますよう重ねて

お願い申し上げまして、予算大綱の説明といたします。 

 

（企業局長挙手） 

 

局長。 

 

 議案第１号「令和８年度中空知広域水道企業団水道事業会計予算」についてご説

明申し上げます。 

 予算書の１ページをお開き願います。第１条は、総則でございます。 

 第２条は、業務の予定量でございます。総給水量、５３６万２千立方メートル、

１日平均給水量１万４千６９０立方メートル、給水戸数２万９千８７５戸を予定し

ております。主な建設改良事業につきましては、配水管更新工事、及び浄水場設備

更新工事などの施設整備費としまして４億７千２３７万２千円、水道メーターの 

新設、及び交換に要する量水器費としまして１億５千９６９万９千円を予定して 

おります。 

 第３条は、「収益的収入及び支出」でございます。「収入」では、第１款、水道事

業収益、第1項、営業収益から第３項、特別利益までの合計で１６億７千２５９万

７千円を予定しております。「支出」では、第１款、水道事業費用、第1項、営業
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費用から第４項、予備費までの合計で、１７億１千５４７万９千円を予定したとこ

ろでございます。 

 第４条は、「資本的収入及び支出」でございます。「収入」では、第1款、資本的

収入、第1項、企業債から第４項、補償金までの合計で、１億９千５３９万３千円

を予定したところでございます。 

２ページをお開きください。 

「支出」では、第 1 款、資本的支出、第 1 項、建設改良費から第４項、予備費    

までの合計で、１０億２５７万９千円を予定したところでございます。 

 １ページにお戻り願います。 

 第４条の文中にありますように、資本的収入が資本的支出に対し、不足する額 

８億７１８万６千円については、当年度分、損益勘定留保資金などで補填したいと

するものでございます。 

 再度２ページをお開きください。 

第５条の企業債では、起債の目的とする施設整備事業の財源としまして、１億５

千万円の借入れを限度額と定めるほか、起債の方法、利率、償還の方法について  

定めるものでございます。 

第６条は、一時借入金の限度額を２億２千万円と定めるものでございます。 

第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用でございますが、消費税及び地方

消費税に不足が生じた場合、及び営業費用と営業外費用の経費の流用について、 

できることを定めるものでございます。 

第８条は、議会の議決を経なければ、流用することのできない経費を職員給与費

２億４千９０６万８千円、及び交際費１０万円と定めるものでございます。 

第９条は、たな卸資産の購入限度額を７千７７８万円と定めるもので、量水器の

購入費でございます。 

 ３ページをお開きください。 

 「予算実施計画」でございます。３ページは「収益的収入及び支出」、４ページ

は「資本的収入及び支出」でございます。詳細につきましては、予算明細書でご説

明申し上げますので、お目通し願います。 

 ５ページをお開きください。 

 「キャッシュフロー計算書」でございます。令和８年度期末の資金残高は一番下

段に記載のとおり、１１億６千７７２万１千円を予定しております。 

次に６ページから９ページまでは、所定の様式によります「給与費明細書」で  

ございますのでお目通し願います。  

なお、会計年度任用職員を除く職員数については、令和７年度と同じく２３名を

予定しております。 

 １０、１１ページについては、「令和８年度予定貸借対照表」で利益剰余金につ

きましては、１１ページ下から４段目になりますが、期末で１４億９千８２４万円

を予定しております。 

 １２、１３ページについては、「令和７年度予定貸借対照表」でございますので

お目通し願います。 

 １４ページをお開きください。 

 「令和７年度予定損益計算書」でございますのでお目通し願います。 

 １５ページに移りまして、「予算明細書」です。主なものについてご説明申し上

げます。「収益的収入及び支出」の「収入」でございます。１款、水道事業収益、

１項、営業収益、１目、給水収益、１４億３千９１８万円については、前年比   
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１．１％の減で見込んでおります。２目、受託工事収益については特段申し上げる

ことはございません。３目、その他営業収益、前年比９．１％の増については、   

水質検査の受託が１自治体増えたことにより水質検査手数料が増となったこと、 

などによるものです。２項、営業外収益、３項、特別利益については特段申し上げ

ることはございません。 

１６ページをお開き下さい。 

「支出」でございます。１款、水道事業費用、1項、営業費用、1目、議会及び

監査費につきましては特段申し上げることはございません。２目、原水及び浄水費、

３億７千４０８万２千円については、主に浄水場の運転管理に係る経費ですが、 

前年比４．１％の増となりましたのは、有機フッ素化合物が来年度４月より水質基

準項目に追加されたことに伴う検査委託料の増などによるものでございます。 

１７ページに移りまして、３目、配水及び給水費、１億４千８６万６千円につい

ては、前年比２．５％の減で、３か年目となる歌志内第一配水池改修工事に伴う  

工事請負費の減などが主な要因でございます。４目、受託工事費につきましては 

特段申し上げることはございません。 

１８ページをお開き下さい。 

５目、業務費、１億６千６５０万４千円については、水道料金の賦課徴収に係る

人件費及びメーター検針委託料などの経費でございます。６目、総係費、９千   

１９７万２千円については、総務担当の人件費及び各営業所設置に対する負担金な

どの経費ですが、前年比３３．９％の増となりましたのは、次期計画期間に向けた

各種計画の策定にあたり、アセットマネジメント策定業務委託料を計上したことが

増となった主な要因でございます。 

１９ページに移りまして、７目、減価償却費、８目、資産減耗費につきましては

特段申し上げることはございません。２項、営業外費用、３項、特別損失、４項、

予備費につきましても、特段申し上げることはございません。 

 ２０ページをお開き願います。 

 「資本的収入及び支出」について、ご説明申し上げます。最初に「収入」でござ

います。1 款、資本的収入、1 項、1 目、企業債、１億５千万円については、前年

と同額を見込んでおります。２項、出資金につきましては、企業団統合前の構成団

体から引き継いだ起債償還に当たる分でありますが、今予算に計上したもので終了

となります。３項、国庫補助金、４項、補償金については、いずれも対象となる   

工事により前年比増となるものでございます。 

２１ページに移りまして、「支出」でございます。 

 １款、資本的支出、１項、建設改良費、1 目、施設整備費、４億７千２３７万   

２千円については、前年比２５．３％の減で、委託料の皆減のほか、工事請負費の

減が主な要因でございます。なお、工事請負費の内訳は説明欄に記載しております

のでお目通し願います。２目、量水器費、１億５千９６９万９千円については、  

検満・新設量水器の取替委託料及び材料費ですが、前年比１６．２％の増となりま

したのは対象台数の増によるものでございます。 

 ２２ページをお開き願います。 

３目、固定資産取得費、１千２７９万７千円については、光回線への切換えに  

伴う電話主装置のほか、公用車両１台などの購入費でございます。２項、企業債償

還金につきましては特段申し上げることはございません。３項、１目、国庫補助金

返還金１２７万円は、令和６年度に実施した滝川第一配水池系基幹管路更新工事に

係る国庫補助金について、補助金交付要綱に基づき仕入れ控除税額に相当する金額
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○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

〇局 長 

 

 

 

 

を国庫へ返還するものでございます。４項、予備費につきましては、特段申し上げ

ることはございません。  

 ２３ページは、財務諸表における会計処理の基準、及び、手続を明確化した注記

表でございます。 

 以上で、議案第１号「令和８年度 中空知広域水道企業団水道事業会計予算」の

説明とさせていただきます。 

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終結します。 

 

これより討論に入ります。討論ございますか。 

 

（なしの声あり） 

 

討論なしと認めます。 

これにて討論を終結します。 

 

これより、議案第１号を採決します。 

本案を可決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１号は可決されました。 

 

日程第６ 議案第２号「中空知広域水道企業団水道事業の設置等に関する条例の

一部を改正する条例」を議題といたします。 

 

提案理由の説明を求めます。 

 

（企業局長挙手） 

 

局長。 

 

ただいま上程されました、議案第２号「中空知広域水道企業団水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 この議案は、「地方自治法の一部を改正する法律」が令和６年６月２４日に公布

され、この法改正に伴って生じた条ずれに係る文言整理を行うため、本条例を改正

したいとするものでございます。 
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○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

〇局 長 

 

 

 

 改正内容について、新旧対照表にてご説明しますので、議案第２号参考資料をご

覧ください。 

第５条につきまして、現行の「第２４３条の２の８」を「第２４３条の２の９」

に改正するものです。附則は施行期日について、になりますが、改正法に規定され

ている、公布の日から起算して２年６月を超えない範囲内において政令で定める日

である、令和８年９月２４日から施行したいとするものでございます。 

以上、議案第２号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結します。 

 

これより討論に入ります。討論ございますか。 

 

（なしの声あり） 

 

討論なしと認めます。 

これにて討論を終結します。 

 

これより、議案第２号を採決します。 

本案を可決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第２号は可決されました。 

 

日程第７ 議案第３号「中空知広域水道企業団行政手続条例の一部を改正する条

例」を議題といたします。 

 

提案理由の説明を求めます。 

 

（企業局長挙手） 

 

局長。 

 

ただいま上程されました、議案第３号「中空知広域水道企業団行政手続条例の 

一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

 令和５年６月１６日公布の、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進 

するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律第４４条により行政
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○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

手続法が改正されました。デジタル規制改革一括法は、デジタル技術の進展を踏ま

え、その効果的な活用の妨げとなっている規定、いわゆるアナログ規制の見直しを

行うものでございますが、本議案は、この法改正に伴い、関係条例においても所要

の整備を行うため改正したいとするものでございます。改正内容について、新旧 

対照表にてご説明しますので、議案第３号参考資料をご覧ください。 

第１５条は「聴聞の通知の方法」に関する規定ですが、第３項では、不利益処分

の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における通知を「公示の方法」に 

改め、第４項では、公示の方法による通知について、その方法として、従来どおり

事務所の掲示場への掲示、または、新たに事務所に設置した電子計算機の映像面に

より公示事項が記載された書面を不特定多数の者が閲覧できる状態に置く措置を

講じることによって行うものとし、後段では、その効果について、措置を開始した

日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなすことを

定めるものです。 

第１６条は「代理人」に関する規定、第２２条は「続行期日の指定」に関する   

規定、第２９条は「聴聞に関する手続の準用」に関する規定ですが、いずれも   

第１５条の改正に伴う所要の文言整理です。 

次に、附則について、でございます。第１項の施行期日につきましては、デジタ

ル規制改革一括法附則第１条第２号に規定されている、公布の日から起算して３年

を超えない範囲内において政令で定める日である、令和８年５月２１日から施行し

たいとするものでございます。第２項は、条例施行日より前に行われた通知につい

ては、「なお従前の例による」こととする経過措置であります。 

以上、議案第３号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結します。 

 

これより討論に入ります。討論ございますか。 

 

（なしの声あり） 

 

討論なしと認めます。 

これにて討論を終結します。 

 

これより、議案第３号を採決します。 

本案を可決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ご異議なしと認めます。 
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○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

よって、議案第３号は可決されました。 

 

日程第８ 議案第４号「議会等の調査に出頭した者等の費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例」を議題といたします。 

 

提案理由の説明を求めます。 

 

（企業局長挙手） 

 

局長。 

 

ただいま上程されました、議案第４号「議会等の調査に出頭した者等の費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げます。 

国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応すると 

ともに、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しなどを行うため、

「国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律」が令和６年５月１５日

に公布され、旅費種目の名称や位置付けの変更に加え、旅費種目の新設や支給方法

等の見直しなどの改正が行われたところです。 

当企業団職員におきましても、旅費に関する規定を定めた「企業職員等の旅費に

関する規程」の改正を行うこととしておりますが、本議案は、この規程改正に合わ

せ、関係する条例である「議会等の調査に出頭した者等の費用弁償に関する条例」

についても所要の整備を行うため改正したいとするものでございます。 

 改正内容について、新旧対照表にてご説明しますので、議案第４号参考資料をご

覧ください。 

第３条は「費用弁償の額及び支給方法」に関する規定ですが、後段ただし書きを

削除し、同条中で「企業職員等の旅費に関する規程」の例によるとされていること

から、改正規程の中でただし書き部分を同様の内容として整理したいとするもので

あります。 

次に、附則につきまして、この条例は令和８年４月１日から施行したいとするも

のでございます。 

 以上、議案第４号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

 

説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

質疑なしと認めます。 

これにて質疑を終結します。 

 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（なしの声あり） 
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○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○堀  議員 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○工 務 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

討論なしと認めます。 

これにて討論を終結します。 

 

これより、議案第４号を採決します。 

本案を可決することにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第４号は可決されました。 

 

日程第９ これより、一般質問を行いますが、配布しております資料の順に  

従って行っていただきます。 

なお、質問は一問一答方式で、１５分以内の持ち時間制により、行っていただ

くことになっておりますので、質問、答弁ともに、要点を簡潔にするようお願い

いたします。また、質問は通告の範囲を遵守し、議案審査で既に解明された事項

に渡らないようご留意願います。 

 

 （堀 議員挙手） 

 

堀 議員。 

 

それでは通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。 

まず、一つ目といたしまして、水道管の維持管理について、全国各地で先ほど企

業長からお話がありましたが、水道や下水道の老朽化が懸念されております。一般

的に水道管の寿命が４０年であると聞いておりますが、企業団の老朽度合はどの程

度なのか。また、それに対応すべく水道管の点検や更新は予定通りできているのか

お伺いします。 

 

 

堀 議員の質問に対する答弁を求めます。 

 

 （工務課長挙手） 

 

 工務課長。 

 

ただいま議員からご質問がありました水道管の老朽化の度合い並びに水道管の

点検や更新をできているかという質問なんですけれども、まず、老朽化の現状につ

いてお話ししたいと思います。 

ご指摘の４０年は地方公営企業法施行規則に基づく法定耐用年数であり、一律に

更新時期を規定するものではございません。当企業団が管理する取水管から配水管

までの総延長は 令和６年度末で約８３０.１ｋｍですが、このうち法定耐用年数

４０年を経過した管路は約２１４.５ｋｍ、率にして２５.８％が経年管となってお

ります。ちなみに、令和５年現在ですけれども、給水人口５万人以上１０万人未満

の事業体の平均値は２３．１９％となっております。 
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○局    長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして、点検・維持管理についてですけれども、これらの施設については、

浄水場の中央監視装置による２４時間体制の漏水監視に加え、企業団の点検規定に

基づき、特に劣化した場合のリスクが高い水道管や橋梁添架管を中心に定期的な巡

回点検を実施し、異常が確認された際は速やかに修繕を行うなど、事故の未然防止

に努めております。 

最後に、更新計画の進捗と今後の方針について、水道管の更新につきましては、

平成３０年度策定の管路更新計画に基づき進めております。ここでは、法定耐用年

数のみに依存せず、ダクタイル鋳鉄管やポリエチレン管といった管種ごとの特性な

どを勘案し、独自の目標耐用年数を定めた判定基準を設定することで、効率的な更

新を図っております。 

進捗状況につきましては、上位計画である平成３１年度から令和１０年度までの

経営戦略に掲げた事業量に対し、昨今の人件費や資材価格の高騰が大きな制約と 

なっております。そのため、すべての計画を当初の予定通り実施できているわけで

はございませんが、漏水リスクや断水時の社会的影響が大きい重要路線を優先する

など、今後も、限られた財源の中で施設の安全性を確保するためメリハリをつけた

整備を行っていきます。以上です。 

 

 

 （堀 議員挙手） 

 

 堀 議員。 

 

 はい、よろしくお願いします。 

次に、経営見通しについて伺います。経営戦略を１０年計画で策定しているとい

うことでありますが、近年の社会情勢の変化は激しく、将来を見通したときに、  

経営状態を維持できるのかどうか、それについて伺います。 

 

堀 議員の質問に対する答弁を求めます。 

 

 （局長挙手） 

 

 局長。 

 

私から２点目の経営見通しについて答弁申し上げます。現在進行中の経営戦略は

令和元年度から令和１０年度までの１０年間の計画で、来年度が８年目となります

が、会計運営については、この経営戦略の収支計画に基づいて進めています。この

当初計画においては、令和２年度に水道料金６％の引き上げを行い、令和１１年度

までの１０年間は維持をする。後年の令和９年から１０年度の２年間、収益的収支

は赤字となるものの、それまでの剰余金など内部留保資金を活用しながら乗り切

り、計画期間最終の現金残高を１２億円程度確保して次期計画へ移行する、という

ことを主な内容としていました。その後、令和６年度に経営戦略の中間見直しを行

っております。中間見直しでは、物価や人件費、工事資材費高騰の影響を受け、と

りわけ、動力費の高止まりの影響が大変大きく、その結果、２年前倒しの令和７年

度から収益的収支が赤字となり、現時点では最終の現金残高も１０億円程度まで縮

小する見込みではありますが、当初計画のとおり令和１１年度までは現行料金を維

持したまま、安定したサービスの提供が可能であると見込んでいるところです。 

また、将来にわたり安定した経営基盤を構築するため、来年度から次期料金改定

検討に向けた前段となる各種計画等の策定に着手することとしています。 
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○堀  議員 

 

○議 長 

まずは、令和８年度に「アセットマネジメント計画」の策定を行い、老朽化する

管路や施設の更新を中長期的な視点で最適化するとともに、その後も各種計画の策

定を行う予定としております。令和１１年度からの次期経営戦略においては、アセ

ットマネジメント計画による投資の最適化の成果を反映させるとともに、無駄な経

費を生まない自助努力や水道料金以外の収入確保対策など経営努力を継続し、令和 

１２年度に見込まれる料金改定の検討も含め、将来世代へしっかりと引き継げるよ

う、持続可能な事業経営を目指し取り組んでまいります。 

 

終わります。 

 

以上をもちまして、堀 議員の質問を終了いたします。 

これをもちまして「一般質問」を終了します。 

 

 以上をもちまして、本定例会に提案されました議案の審議は全て終了しました。 

 これをもちまして、令和８年第１回中空知広域水道企業団議会定例会を閉会しま

す。お疲れ様でした。 

 

                                                         閉会午後２時３５分 
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